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一方で、建物を計画的かつ適切に保全すれば、大規模改修時期までの改修費や光熱水費を
削減しつつ、長寿命化により改修時期や規模の調整が可能となります。

ただし、実効性を伴う計画とするためには、従来の不具合が生じてから行う「事後保全」
から定期点検等による劣化状況の把握を基に、適切な時期に修繕を行う「予防保全」による計
画の策定が不可欠です。

主計画では、知事部局が所管する主要67施設について劣化状況の調査を行い、計画的かつ
適切な維持管理を行いながら、中長期的な改修経費の削減と平準化を実現するための具体的な
保全計画として、今後必要となる改修の時期と所要経費を示しているものです。

水面下にかくれている保全費、修繕費、改修費、運用
費（光熱水費）そして一般管理費等のコストを同時に
含めて考えなければ、建築物のコストを検討したこと
になりません。

一般に建築物のコストを考えるとき、その建設費のみ
を対象として評価しがちですが、建設費はライフサイ
クルコストから考えれば氷山の一角にすぎません。

１ 計画の目的
本県では人口減少、高齢化の進行に伴う税収の減少、社会保障費の増加などにより厳しい

財政事情が続く中、公共施設を取り巻く環境や公共施設に求められるニーズは大きく変化して
います。

本県が保有する公共建築物は高度経済成長期を中心に多数整備されており、今後、それら
の老朽化に伴う大規模改修や更新の時期を一斉に迎えることとなり、多額の財政負担が予想さ
れます。

こうした課題を踏まえ、2016年（平成28年）3月に「鳥取県公共施設等総合管理計画（以下
「県総合管理計画」という。）」、2017年（平成29年）3月にその個別計画である「鳥取県県
有施設中長期保全計画（知事部局主要施設）」を策定し、公共施設の全体を把握しながら、長
期的な視点をもって、長寿命化・更新・統廃合などを計画的に行うことにより財政負担を軽
減・平準化し、健全で維持可能な行政運営の実現を目指しています。

2021年度（令和３年度）の改定では、2050カーボンニュートラル（二酸化炭素の排出抑
制）の実現に向けて公共建築物についても徹底した省エネルギー等による脱炭素化が必要と
なったことから、省エネ化を目的とした副計画の策定を行いました。

また、長寿命化改修工事における実績検証を行い、2017年度（平成29年度）から2021年度
（令和3年度）までの期間における投資効果により建築物の長寿命化が図られたことを確認し
ました。
２ 2025年度（令和７年度）の主な改定点

運用開始から９カ年が経過したことから、以下の要素を踏まえた計画の改定を行いました。
·計画対象期間を現計画から10年間延長し2051年度（令和33年度）までとしたことにより改築の
時期を踏まえた内容としました。

·標準的な使用目標年数を基に、施設の個別状況に応じた使用目標年数を新たに設定できるよう
にしました。

·財政負担の平準化のため特定の時期に改修工事を集中させないよう見直しました。

施設の機能や性能に明らかな不具合が生じてから修繕を行う管理手法。
建物・設備の寿命を縮め、改修範囲の拡大、施設の運営停止などが生じる。
施設の機能や性能に明らかな不具合が生じてから修繕を行う管理手法。
建物・設備の寿命を縮め、改修範囲の拡大、施設の運営停止などが生じる。

事後保全

施設の点検等により劣化状況を把握し、適切な時期に予防的な修繕を行い、
機能の保持、回復及び長寿命化を図る管理手法。
計画的かつ効率的な修繕が行え、財政負担の減少に寄与する。

施設の点検等により劣化状況を把握し、適切な時期に予防的な修繕を行い、
機能の保持、回復及び長寿命化を図る管理手法。
計画的かつ効率的な修繕が行え、財政負担の減少に寄与する。

予防保全
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概要第１章

３ 主計画の内容（施設の長寿命化及び費用の平準化計画）
建物は一般的に竣工後約20年後から保全、修繕・改修コスト（以下「保全等コスト」とい

う。）が膨らみはじめ、40～50年後に大規模改修または建替等によりピークが到来します。
また、保全等コストの累積は約50年で建替費に相当することと併せると、大きな財政負担

となってしまいます。

<図1-1 > 建築物のコストの概念

<図1-2＞ 事後保全と予防保全の特徴



検 討 内 容候補項目

全ての県有施設においてＬＥＤ化を進める①照明器具の計画的LED化

建具改修計画を複層ガラス採用として実施箇所等を検討②外壁・建具改修時の断熱化

太陽光発電パネル設置の可能性を踏まえた防水改修優先箇所の検討③屋上防水断熱化

空調使用率の高い事務居室等への全熱交換器の導入を検討④空調エネルギーの削減

＜省エネ性が高い建築物の例＞

≪副計画の構成≫（施設の省エネ化を目的とした改修計画）

１）建築物の照明設備のLED化等省エネ計画
２）建築物の高気密・高断熱化計画

４ 副計画の内容（施設の省エネ化を目的とした改修計画）
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＜表1-1＞ 副計画による省エネルギー化候補項目

建築物の省エネルギー化の例を図1-3に示します。このうち、副計画作成に際しては、既存
改修により比較的小規模な工事で対応が可能な表1-1に示す項目の中から、特に省エネルギー
化における費用対効果が高く、主計画である長寿命化計画との関係性が高く、かつ現段階で具
体的な計画が策定可能な上記2つの項目について計画を策定しています。

〔建築〕
外壁・建具改修時の断熱化
（断熱性のある外壁・内装材の追
加設置及び、Low-E複層ガラスへ
の建具改修などを計画）

〔電気〕
蛍光灯型、電球型照明器具のLED
化を計画

〔機械設備〕
予防保全における機器更新の際に、
積極的に高効率エアコンの導入を
計画

＜図1-3＞ 建築物における省エネルギーの例

計画化

＜図1-4＞ 外壁・建具改修時の断熱化の例

《窓》既存窓枠を新しい窓枠
で覆うカバー工法により窓枠
を更新。併せて単板ガラスを
複層ガラスに改修して断熱・
省エネ化。

《外壁》既存タイルの上に
断熱材としてロックセル
ボード（炭酸カルシウム発
泡板）を裏打ちしたアルミ
パネルを設置

世界でカーボンニュートラルに向けた取組が加速される中、
本県は国に先駆けて2050年（令和32年）の温室効果ガスを実質
ゼロとする「カーボンニュートラル宣言（2020年1月）」を表明
しました。

令和３年度の改定では、温室効果ガスの実質ゼロである｢脱炭
素社会｣の実現を見据えた具体的な取組として、2030年（令和12
年）までにおける施設の省エネルギー化を中長期保全計画の「副
計画」として策定しました。 ≪参考≫SDG s （持続可能な開発目

標）の17の目標のうち、直接カーボ
ンニュートラルと関わりがあるもの
・目標07「エネルギーをみんなにそ

してクリーンに」
・目標13「気候変動に具体的な対策

を」



67施設
約4６万㎡

知事部局所管施設 3５１施設 約8６万㎡

県営住宅 他部局所管施設
（病院局 企業局
警察）

教育
委員会

他部局所管施設 245施設

小規模、
その他

中長期保全計画作成対象
（都市公園内の大型建築含）

延面積
（㎡）

施設数施設名用途

97,38210
県庁舎／県庁第二庁舎／知事公邸／東部庁舎／八頭庁舎／中
部総合事務所／西部総合事務所／日野振興センター ／鳥取
空港管理事務所／鳥取港湾事務所

行政施設

庁
舎
等

32,3119

鳥取看護専門学校／倉吉総合看護専門学校／産業人材育成セ
ンター倉吉校／産業人材育成センター米子校／消防学校／職
員人材開発センター ／農村総合研修所／福祉人材研修セン
ター／鳥取県建設技術センター

研修施設

65,94513

倉吉家畜保健衛生所／農業大学校／農業試験場／林業試験場
／衛生環境研究所／園芸試験場 ／畜産試験場／とっとりバ
イオフロンティア／中小家畜試験場／水産試験場／栽培漁業
センター／埋蔵文化財センター／むきばんだ史跡公園

試験研究施設

100,08416

とりぎん文化会館 ／エースパック未来中心／米子コンベン
ションセンター／夢みなとタワー／童謡館／氷ノ山自然ふれ
あい館／エースパックなしっこ館／大山自然歴史館／アイエ
ム電子鳥取砂丘こどもの国／とっとり出合いの森／とっとり
賀露かにっこ館／二十一世紀の森／とっとり花回廊／鳥取空
港国際会館／みなとさかい交流館／山陰海岸ジオパーク海と
大地の自然館

集客施設

77,8707
鳥取産業体育館（県営鳥取屋内プール含む）／倉吉体育文化
会館／米子産業体育館／県立武道館／県営東山水泳場／ヤマ
タスポーツパーク／東郷湖羽合臨海公園

スポーツ施設

23,2557
喜多原学園／鳥取療育園／皆成学園／総合療育センター ／
福祉相談センター（精神保健福祉センター含む）／障がい者
体育センター／中部療育園

保健・福祉施設

52,6813鳥取放牧場／大山放牧場／境港水産事務所農林施設

9,3692公文書館／大山屋内駐車場その他

458,89767合計

５ 対象施設

本計画は、知事部局の施設のうち維持修繕費が財政負担に大きく影響する施設、利用者が多
く特に安全の確保や利便性を高く保つことが望ましい施設を計画対象としています。

 対象施設
Ａ 床面積合計が1,000㎡以上の大規模施設 ・・・60施設 45.3万㎡
Ｂ 床面積合計が 500㎡以上の集客施設等 ・・・ 7施設 0.6万㎡

 対象外施設
国の基準等に基づき独自に中長期的な保全整備計画が策定される施設等
• 県営住宅
• 小規模施設
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＜図1-5＞ 対象施設（太枠部分）

＜表1-2＞ 対象施設の内訳

県有施設 596施設 約150万㎡
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SRC RC S CB W 累積面積

建設年度

旧耐震基準 新耐震基準

累積
面積（㎡）

面積
（㎡）

ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート造、ＲＣ：鉄筋コンクリート造、Ｓ：鉄骨造、ＣＢ：コンクリートブロック造、
Ｗ：木造

高度経済成長期 安定期 バブル期 バブル崩壊後

６ 現状と課題

≪現状（知事部局所管67施設の老朽化）≫

本計画の対象とする67施設を年代別に見ると、1970年代後半から1980年代前半及び1990年代
後半に建設した建物が多く、築30年以上を経過した建物が全体面積の約58％を占めています。

構造別では、鉄筋コンクリート造が全体面積の約79％、鉄骨造が約12％、木造が約1％を占
めます。

また、用途別では、庁舎等（行政施設、研修施設、試験研究施設）が全体面積の約42％、集
客施設・スポーツ施設が約39％を占めます。

<参考>                
1962 県庁舎（約27千㎡）
1975 県庁第二庁舎（約21千㎡）／倉吉体育文化会館（約8千

㎡）
1980 鳥取産業体育館（約10千㎡）
1982 米子産業体育館（約8千㎡）
1983 ヤマタスポーツパーク陸上競技場（約27千㎡）
1993 とりぎん文化会館（約20千㎡）
1997 夢みなとタワー（約9千㎡）

／米子コンベンションセンター（約15千㎡）
1998 とっとり花回廊（約11千㎡）
2000 エースパック未来中心（約16千㎡）

／東部庁舎（約15千㎡）／県立武道館（約9千㎡）
2003 総合療育センター（約8千㎡）

＜図1-7＞ 各要素面積比グラフ

建設の集中
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＜図1-6＞ 年代別・構造別保有面積（知事部局所管施設67施設）
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≪課題≫

（１）改修・建替時期の集中

とりぎん文化会館、とっとり花回廊等の集客施設を始め多くの大規模な施設が1990年代
に整備されており、今後、一斉に改修時期が到来し多大な改修費用が必要となります。こ
れらの施設の今後の改修経費を標準的な改修周期を基に算出すると、図1-8のとおり計画期
間内に約1,800億円程度の財政負担が生じるものと予想されます。

（２）建物の保全

鉄筋コンクリート造の建物は適切に維持管理すれば100年は運用可能とされていますが、
劣化が進行してから修繕する事後保全を主体として建物を維持し続けるとコンクリートの
中性化が進み、建築物の寿命を縮めてしまいます。この状態を放置すると早期の建替を余
儀なくされ、突出した財政負担を伴う時期が到来することが予想されます。

（３）未利用施設等の取扱い

未利用及び利用頻度が極めて少ない施設については、十分な保全がなされず劣化が進ん
でいたり、資産価値に見合わない利用となっているものもあります。劣化が進んだ建物は、
崩壊等の危険を伴い、第三者へ危害を及ぼす可能性もあることから、適正な財産管理とと
もに廃止計画等を立案する必要があります。

（４）施設用途上の制約

施設の使用目的別に分類すると、とりぎん文化会館、とっとり花回廊、ヤマタスポーツ
パーク等の集客・スポーツ施設が約４割を占めます。これらの施設は、催事等のイベント
が長期的に計画されることから、施設の機能に不具合が生じてから修繕を行うと施設運営
に支障を与えるため、計画的な予防保全を行うことが一層重要となります。

（５）ライフサイクルコスト

建築物のライフサイクルコストにおける建設費の割合は全体の２割程度と言われており、
残り８割は運用・保全・修繕費等のランニングコストが占めます。ライフサイクルコスト
の縮減のためには、新築時・耐久性のある製品・材料の採用を検討するなど、将来的にメ
ンテナンス費用の削減に効果的な投資をあらかじめ行っておくことなども重要です。

（６）持続可能な開発目標（SDGs）との関連（副計画要素）

2030年度（令和12年度）に向けたSDGsの17のゴールのうち、No7、No13については、公共
建築物の改修方針に関わるものであり、その取組として「建築物の省エネ・再エネ利用の
推進」「省エネを目的とした建物の断熱改修」「省エネ建築の普及」があげられることか
ら、具体的な行動計画の実施が必要となります。
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＜図1-8＞ 2051年度までの改修費用（推計値）（知事部局所管67施設）

2017～2024年度は
予防保全工事の実績を示
す

1,797
鳥取産業体育館、中部総合事務所、
夢みなとタワー

ヤマタスポーツパーク陸上競技場、
あやめ池スポーツセンター

西部総合事務所、鳥取空港国際会館

倉吉体育文化会館、アイエム電子
鳥取砂丘こどもの国

35年間累計
約1,797億円

年度間最大
格差

約194億円

年間平均
約51億円

【集客・スポーツ施設の代表例】

とりぎん文化会館
エースパック未来中心
米子コンベンションセンター
童謡館
夢みなとタワー
みなとさかい交流館
とっとり花回廊
ヤマタスポーツパーク
鳥取産業体育館
倉吉体育文化会館
米子産業体育館
県立武道館

≪改修費用（推計値）の算出方法について≫

○ 改修費用は、施設類型毎に代表的な施設の所要経費を算出し、その面積按分により算出し
た推計値。

①試算対象施設を用途・構造別に分類し、分類の代表施設を選定する。
②選定した代表施設の建設費、解体費、修繕費を基に所要経費を算出し、「１年毎の単
位面積当たり所要経費」（基本単価）を作成する。

③②で作成した基本単価に面積を乗じて試算対象施設の所要経費を算出する。
④改修費用の推計で用いた改修単価は、2021年度（令和3年度）改定時の単価に2025年度
（令和7年度）の国土交通省デフレータによる上昇率を乗じて算出。

⑤2021年度（令和3年度）改定時の推計（1,202億円）からの増加は、計画期間を2051年
度（令和33年度）まで10年間延長及び改築費用を見込んだこと等による。

7

（参考）

＜改築時期（長寿命化前段階の計画）＞
ＲＣ造、Ｓ造の建物は建設後65年以上、Ｗ造の建物は建設後40年以上で計画

注）図1-8 は耐用年数を超過した施設の改築予想費用を含む
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１ 検証フロー
建築物の使用目標年数は、建物の躯体の劣化度評価、塩害地域等の影響、予防保全の実

施状況等により個別に使用目標年数を設定します。
なお、長寿命化した使用目標年数の建物については、以下の図２－１のフローにより躯

体本体の健全度評価を実施した上で異常がないことを確認した上で決定します。

＜図2-1＞実証検証フロー図

建築物の使用目標年数第２章

健全度調査

木造鉄骨造
鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

現地目視調査現地目視踏査
現地目視調査及び

材料試験
調査

使用目標年数10年前
使用目標年数15年前

（塩害地域は使用目標年数の10年前）
時期

〇土台・柱・梁の腐朽
〇柱・梁の傾斜
〇床のたわみ、床鳴り
〇屋根・外壁の劣化状況

〇筋かいのたわみ
〇鉄骨腐食状況
〇非構造部材の取付部・

設備・二次部材安全性
〇屋根・外壁の劣化状況

〇コンクリート圧縮強度
〇中性化深さ
〇鉄筋かぶり厚さ
〇鉄筋腐食状況
〇屋上・外壁の劣化状況

評価
項目

(例示)

※ 健全度調査結果により使用目標年数の見直しを行う。

新耐震基準

NO

耐震基準

耐震補強済または
耐震診断で
耐震性あり

耐震補強

防水改修及び外壁改修の実施状況等を踏まえ躯体の劣化度評価

旧耐震基準

塩害地域（海岸から２ｋｍ以内）でないこと

木造RC造・重量鉄骨造

65年 80年

YESNO

健全度調査 ※

ＹＥＳ

40年 50年

NO YES

ＹＥＳ

健全度調査 ※
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２ 施設の劣化状況
（１）構造躯体の劣化度の把握

構造躯体の劣化度：建物の経過年数、構造、耐震補強等の実施、防水改修年度、外壁改修年
度、建物の環境（塩害等の影響）、外観点検による簡易点検結果から劣化度評価

備考
（塩害地域等）

判定
外壁改修
年度

防水改修
年度

耐震補強等の
実施

構造経過年数建設年度施設名称番号

A2011

2013
本庁舎
2009

議会棟

耐震改修済RC631962県庁舎1

A20102015耐震改修済SRC501975県庁舎（第二庁舎）2

B20302030新耐震SRC271998知事公邸3

A2018外壁目地2028新耐震RC252000東部庁舎4

A20282013耐震改修済RC621963八頭庁舎5

A2012講堂2012耐震改修済RC581967中部総合事務所6

A20112011耐震改修済RC601965西部総合事務所7

A20282033新耐震RC232002日野振興センター8

A20272027新耐震RC281997倉吉家畜保健衛生所9

A20282038新耐震RC162009喜多原学園10

A20242023耐震改修済RC511974鳥取看護専門学校11

B20262009

本館・寮耐震性
有

体育館耐震改修
済

RC491976倉吉総合看護専門学校12

B20162009
H27～H28

RC541971産業人材育成センター倉吉校13
耐震改修済

B20272027新耐震W281997農業大学校14

塩害地域B20122023耐震改修済RC471978産業人材育成センター米子校15

B20262019新耐震RC431982消防学校16

B20362026新耐震RC321993とりぎん文化会館17

A20242025新耐震RC242001エースパック未来中心18

判定

躯体劣化度
評価

防水・外壁改修が計画的に実施されており、今後10年以内に改修の計画がなく外観点検でも特に異常は見られな
い。

A

現時点では施設の利用に当たって支障はないものの、防水・外壁については今後10年以内に改修の検討が必要。B

防水・外壁に異常が見られ、施設の利用に当たって支障をきたしているため、早急な改修工事の実施が必要。C
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塩害地域A20242028新耐震W222003とっとり賀露かにっこ館30

B20102025新耐震S411984二十一世紀の森31

B20252025新耐震S271998とっとり花回廊32

塩害地域A20262026新耐震RC281996鳥取療育園33

B20302030新耐震RC261999皆成学園34

塩害地域B20252024新耐震RC222003総合療育センター35

B20282028新耐震RC351990
精神保健福祉センター/
福祉相談センター

36

塩害地域B20272027新耐震RC242001福祉人材研修センター37

塩害地域B20242024新耐震RC481977障害者体育センター38

B19982010耐震改修済SRC551970農業試験場39

B20222022耐震性ありRC461979林業試験場40

塩害地域B20262032新耐震RC232002衛生環境研究所41

B20262009耐震性ありRC491976園芸試験場42

塩害地域B20272027耐震性ありRC521973畜産試験場43

B20282028耐震性ありRC441981鳥取県建設技術センター44

備考
（塩害等）

判定
外壁改修
年度

防水改修
年度

耐震補強等の
実施

構造経過年数建設年度施設名称番号

B20282017新耐震RC281997とっとり出合いの森29

B20282028新耐震SRC271998米子コンベンションセンター19

塩害地域A20232024新耐震S281997夢みなとタワー20

B20192005耐震性ありRC461979職員人材開発センター21

B20272011新耐震RC411984農村総合研修所22

B－2025新耐震RC361989公文書館23

B20262025新耐震RC311994童謡館24

B20282028新耐震RC271998氷ノ山自然ふれあい館25

B20132024新耐震RC242001エースパックなしっこ館26

B20042004
旧耐震基準部分

含む
RC361989大山自然歴史館27

塩害地域B20352035新耐震S261999
アイエム電子
鳥取砂丘こどもの国

28
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塩害地域A20282028新耐震SRC252000県立武道館60

B20242028新耐震RC421983鳥取県営東山水泳場61

B20202014新耐震RC401985中部療育園62

塩害地域B20282014新耐震RC441981
山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館

63

A20242023新耐震S162009むきばんだ史跡公園64

B20272001新耐震RC431982埋蔵文化財センター65

B20292025新耐震RC301995
ヤマタスポーツパーク
（県民体育館）

66

A20232010新耐震RC441981東郷湖羽合臨海公園67

備考
（塩害等）

判定外壁改修年度防水改修年度
耐震補強等の

実施
構造経過年数建設年度施設名称番号

B20262026耐震性ありRC481977中小家畜試験場46

塩害地域B20252025新耐震RC361989水産試験場47

塩害地域B20282028新耐震RC411984鳥取空港管理事務所48

塩害地域B20312023新耐震S301995鳥取空港国際会館49

塩害地域B20272040新耐震RC311994鳥取港湾事務所50

塩害地域B20132013新耐震S281997みなとさかい交流館51

塩害地域B20282009新耐震S371988大山屋内駐車場52

塩害地域A20392058新耐震RC62019境港水産事務所53

B20302030特定建築物無しS481977鳥取放牧場54

塩害地域B20202020特定建築物無しRC451980栽培漁業センター55

B－－新耐震S381987大山放牧場56

B20012031耐震性ありRC431982
鳥取産業体育館
(県営鳥取屋内プール含む)

57

B
2022西
2024北

2025H19耐震改修済SRC461979倉吉体育文化会館58

廃止予定B20151990頃新耐震SRC411984鳥取県立米子産業体育館59

A20342034新耐震RC152010とっとりバイオフロンティア45



火災報知設備受信機更新
講堂前トイレ改修工事
照明設備LED改修工事
電話交換機更新

●2220471967
中部総合
事務所

6

―
照明設備LED改修工事
電話交換設備更新工事

●2020451965
西部総合
事務所

7

受変電設備の高圧機器更新照明設備LED化改修工事●4220822002
日野振興
センター

8

―
ＣＳＦ・ＡＳＦ検査施設増築
工事
照明設備ＬＥＤ改修工事

●3720771997
倉吉家畜保健
衛生所

9

照明設備LED化体育館ほか照明LED改修工事●4920892009喜多原学園10

12

火災報知器総合盤・感知器
更新

―●2920541974
鳥取看護専門
学校

11

―
屋外キュービクル更新
２、３階エアコン・消火栓ポ
ンプ取替

●3120561976
倉吉総合看護
専門学校

12

照明設備LED化屋外キュービクル更新工事●2620511971
産業人材育成
センター
倉吉校

13

今後5年間の主な改修2021～2024までの主な改修

判 定
（●は全体、◯部位又は棟）

使用目標年
度までの
残存期間

使用目
標年度

建設
年度

施設名称番号 ←小 劣化傾向 大→

54321

受変電設備改修
本庁舎照明設備LED化工事
議会棟2,3階系統空調設備改
修工事

●
本庁舎
〇

議会棟
3720621962県庁舎1

受変電設備改修
第２庁舎照明LED改修工事
災害ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ室整備工事

●3020551975
県庁舎
（第二庁舎）

2

受変電設備改修空調設備改修工事●5320781998知事公邸3

受変電設備改修―●5520802000東部庁舎4

電話交換機更新
別館・会議棟空調機更新
照明LED改修工事

●1820431963八頭庁舎5

（２） 施設（構造躯体を除く）劣化状況
予防保全とする各部位の劣化度を総合的に評価（予防保全の対象部位はP21による）

判定

躯体以外の
劣化度評価

全般について概ね健全である。1

部分的に軽微な劣化は認められるが機能上、支障はない。2

建築部位、設備の一部に劣化の進行が認められ、部分的な改修が必要である。3

部分的な劣化が複数認められ、建築部位、設備毎に全体的な改修が必要、もしくは、数年後の大規模改修、改築等に向けて検討
開始が必要である。

4

著しい劣化が認められ、早急な改修が必要、又は全体的な劣化が見られ、施設全体の大規模改修及び改築等が必要である。5
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受変電設備改修

リアクトル改修
照明LED改修
給排気ファン更新
受電設備改修

●
●5320781998

米子コンベン
ションセン
ター

19

高圧引込盤・非常発電機
ほか更新

吸収式冷温水発生機他更新
空冷ヒートポンプチラーユ
ニット改修ほか更新

●3720621997
夢みなと
タワー

20

―照明設備LED改修工事●3420591979
職員人材開発
センター

21

―トイレ改修工事●2420491984
農村総合研修
所

22

給水管・配管保温更新―●4420691989公文書館23

―
照明器具ＬED化改修
熱源機器改修

●4920741994童謡館24

―照明器具LED化改修●5320781998
氷ノ山自然
ふれあい館

25

電話交換機更新
放送設備更新
ＡＶ設備更新

館内監視カメラ更新工事
トイレ洋式化工事

●5620812001
エースパック
なしっこ館

26

電気室外壁塗装更新―●4420691975
大山自然
歴史館

27

高圧配電盤・非常用
発電機更新

水の遊び場濾過装置取替●3920641999
アイエム電子
鳥取砂丘
こどもの国

28

――●5220771997
とっとり
出合いの森

29

自家発電設備更新
大ﾎｰﾙ吊物制御盤更新

昇降機（１号機）改修
自動火災報知設備及び
総合操作盤更新
舞台照明・舞台機構設備等改
修
自動制御設備改修
エレベーター改修
誘導灯更新
ボイラー更新
直流電源装置更新

●
5620812001

エースパック
未来中心

18

今後5年間の大規模改修2021～2024までの主な改修

判 定
（●は全体、◯部位又は棟）

使用目標年
度までの
残存期間

使用目
標年度

建設
年度

施設名称番号 ←小 劣化傾向 大→

54321

照明設備ＬＥＤ化
浄化槽の改修

受水槽等更新●1820431978
産業人材育成
センター
米子校

15

―
給湯用ボイラー更新
屋外給水設備更新
空調設備更新

●3720621982消防学校16

発電設備更新
外灯設備更新

大ﾎｰﾙ照明調光卓・調光盤
更新

第３会議室ＡＶシステム整備
地下ポンプ類改修
一般照明・外灯改修
照明設備ＬＥＤ化改修
中央熱源機器改修
受変電設備改修

●4820731993
とりぎん
文化会館

17

照明設備ＬＥＤ化
管理教室棟ほかLED照明設備
改修工事

●5220771997農業大学校14
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―
非常用発電装置更新
照明設備LED化工事

●4520701990

精神保健福祉
センター/
福祉相談セン
ター

36

―LED改修工事●4120662001
福祉人材研修
センター

37

屋内給水管・給湯管更新
上下水道工事
冷暖房設備ほか改修

●1720422003
障害者体育
センター

38

高圧配電盤・変圧器更新照明設備LED化工事●2520501970農業試験場39

高圧配電盤・変圧器更新照明設備LED化工事●3420591979林業試験場40

―冷暖房設備改修●4220672002
衛生環境
研究所

41

―
砂丘値農業研究センターエア
コン更新工事

●3120561976園芸試験場42

―照明設備LED化工事●1320381973畜産試験場43

―照明設備LED化工事●3620611981
鳥取県建設技
術センター

44

加圧給水ポンプ更新照明設備LED化工事●6520902010
とっとり
バイオフロン
ティア

45

今後5年間の大規模改修2021～2024までの主な改修

判 定
（●は全体、◯部位又は棟）

使用目標年
度までの
残存期間

使用目
標年度

建設
年度

施設名称番号 ←小 劣化傾向 大→

54321

―

非常放送設備感知器更新・自
動火災報知設備更新
園内高圧ケーブル更新
景観照明改修
LED化工事
熱源機器ほか更新
受変電設備更新

●5320781998
とっとり
花回廊

32

――●5220771974鳥取療育園33

―照明設備LED改修工事●5420791999皆成学園34

高圧真空遮断器・低圧動力
開閉器更新

エアコン更新
加圧給水ポンプ更新
自動火災報知設備更新

●4320682003
総合療育
センター

35

高圧受配電盤更新
放送用アンプ更新

―●1820432003
とっとり賀露
かにっこ館

30

――●720341984
二十一世紀の
森

31
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―
排水処理施設受変電設備改
修ほか工事

●6220862022
境港水産
事務所

53

電灯変圧器更新―●3220571977鳥取放牧場54

―
クルマエビ棟改修
高圧受変電設備改修
サザエ生産棟修繕

●2020451980
栽培漁業
センター

55

エアコン更新
受水槽・高架水槽更新

―●4220671986大山放牧場56

―

（産業体育館）
受水槽改修
アリーナ高天井照明器具LED
化工事
空調熱源機器改修
（屋内プール）
床暖房配管更新

●3720621982

鳥取産業
体育館

57
（県営鳥取屋
内プール含
む）

放送用アンプ更新

音響設備更新
直流電源装置アルカリ蓄電
池更新委託
文化会館トイレ改修

●3420591979
倉吉体育
文化会館

58

――●2420491984
米子産業
体育館

59

電灯盤・動力盤・非常用発電
機更新

熱源改修工事
非常用直流電源装置更新
自動火災報知設備改修
南側小道場前及び2階観客席
トイレ洋式改修

●4020652000県立武道館60

―

エレベーター等改修
防災設備更新
国際線ターミナル空調熱源
更新
国際線ターミナル非常用発
電機更新

●3520601995
鳥取空港
国際会館

49

――●3420591994
鳥取港湾
事務所

50

ディーゼル発電機更新
直流電源装置更新
非常用放送設備更新工事

●3720621997
みなとさかい
交流館

51

―泡消火設備更新●4320681988
大山屋内
駐車場

52

今後5年間の大規模改修2021～2024までの主な改修

判 定
（●は全体、◯部位又は棟）

使用目標年
度までの
残存期間

使用目
標年度

建設
年度

施設名称番号
←小 劣化傾向 大→

54321

―
繁殖豚舎屋根改修工事
豚出荷施設新築工事
照明設備LED化工事

●3220571977
中小家畜
試験場

46

ディーゼル発電機更新照明設備LED化工事●2920541989水産試験場47

卓上アンプ更新
国際線ﾀｰﾐﾅﾙEV改修工事
国際線ﾀｰﾐﾅﾙ照明設備LED化

●2420491984
鳥取空港管理
事務所

48
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―
あやめ池ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ高圧受電
設備更新工事

●3620611981
東郷湖羽合
臨海公園

67

――●3420592009
むきばんだ
史跡公園

64

―
屋内キュービクル改修工事
受変電設備更新
照明設備ＬＥＤ化

●3720621982
埋蔵文化財
センター

65

吸収式冷温水機更新
受変電設備改修工事
県民体育館高圧受電盤ＶＣＢ
更新ほか工事

●3620611995
ヤマタスポー
ツパーク
(県民体育館)

66

―
屋上飛込台改修
更衣室ほかバリアフリー改修
受変電設備改修

●3820631983
県営東山
水泳場

61

――●2520501985中部療育園62

―空調熱源改修●2120461981
山陰海岸ジオ
パーク海と大
地の自然館

63

今後5年間の大規模改修2021～2024までの主な改修

判 定
（●は全体、◯部位又は棟）

使用目標年
度までの
残存期間

使用目
標年度

建設
年度

施設名称番号
←小 劣化傾向 大→

54321
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１ 主計画（長寿命化計画）

（１）主計画（長寿命化計画）の基本方針

主計画は以下の方針に基づき中長期的な保全に取り組むこととしています。

①安全の確保
県有施設の安全性の確保を最優先します。

・構造躯体や非構造部材の耐震性の確保。
・外装材等の落下防止、バリアフリー化など施設利用面の安全性の確保。

②建物の長寿命化
経年劣化、故障を放置して手遅れとなり、多大な改修費用が必要となる事態が発生し

ないように予防保全に取り組みます。
・躯体を劣化させない外装材（屋根・外壁等）の改修。
・代替部品の活用による設備機器の延命。
・建物の適切な清掃等、汚損の防止による内外装材の延命。

③財政負担等の平準化及び改修費の縮減
作成した各施設における長寿命化計画について、各施設の整備時期が特定の時期に集

中する場合は、施設の長寿命化や安全性に影響を与えないこと及び関連工事の同時実施
などを考慮し実施時期を見直すことで改修経費の平準化を図ります。

また、仮設資材の共用等により改修費の縮減を進めます。

④改修工事の優先順位
・第２章の施設の劣化度評価の結果を踏まえ、現在の劣化状況に応じて各部の修繕・改
修を行います。限られた財源の中で実施するため改修の優先順位づけを行い、財政負
担の平準化を図ります。

・改修計画では、本計画の上位計画である県総合管理計画や施策等により、改築計画等
が示された場合は、施設利用の残期間を踏まえ予防保全から事後保全に切り替えを検
討します。

⑤省エネルギー化による運用費の縮減
ランニングコストが高い設備機器の廃止、または高効率・省エネ型機器への更新を進

めます。

⑥使用目標年数の設定
第２章のとおり各施設の主要な棟の使用目標年数を定め、建物の長寿命化を推進

します。使用目標年数は、県総合管理計画及び躯体の劣化状況等を踏まえ適宜、見
直します。
使用目標年数の設定により、改定前に設定した使用目標年数より改築時期を延長

した施設は37施設。

※使用目標年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方（一般社団法人日本建築会）」
において、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び重量鉄骨造では、高品質
の場合は80年から120年、普通品質の場合は50年から80年とされており、公共施設は普通
品質に該当すると想定し、使用目標年数を80年とします。
木造については、50年から80年とされており、使用目標年数を50年とします。

法定耐用年数改定前改定後構造

５０年
（事務所用等）

６５年以上８０年
ＲＣ・ＳＲＣ造

(鉄筋コンクリート造等)

３８年
（事務所用等）

６５年以上８０年
Ｓ造

（重量鉄骨造）

２４年
（事務所用等）

４０年以上５０年
Ｗ造

（木造）

計画の策定（改定）第３章

＜表3-1＞ 使用目標年数 ※



目標達成時年度
使用目標年

数
構造

経過
年数

建設
年度

施設名称番号

2062100RC631962県庁舎1

205580SRC501975県庁舎（第二庁舎）2

207880RC271998知事公邸3

208080SRC252000東部庁舎4

204380RC621963八頭庁舎5

204780RC581967中部総合事務所6

204580RC601965西部総合事務所7

208280RC232002日野振興センター8

207780RC281997倉吉家畜保健衛生所9

208980RC162009喜多原学園10

205480RC511974鳥取看護専門学校11

205680RC491976倉吉総合看護専門学校12

205180RC541971産業人材育成センター倉吉校13

207780RC281997農業大学校14

204365RC471978産業人材育成センター米子校15

206280RC431982消防学校16

207380RC321993とりぎん文化会館17

208180RC242001エースパック未来中心18

207880RC271998米子コンベンションセンター19

206265S281997夢みなとタワー20

205980RC461979職員人材開発センター21

204965RC411984農村総合研修所22

206980RC361989公文書館23

207480RC311994童謡館24

207880RC271998氷ノ山自然ふれあい館25

208180RC242001エースパックなしっこ館26

206980RC361989大山自然歴史館27

206465RC261999アイエム電子鳥取砂丘こどもの国28

207780RC281997とっとり出合いの森29

204340W222003とっとり賀露かにっこ館30

203450W411984二十一世紀の森31

207880S271998とっとり花回廊32

207780RC281997鳥取療育園（県立中央病院外来棟１階）33

207980RC261999皆成学園34

206865RC222003総合療育センター35
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＜表3-2＞ 各施設主要棟使用目標年数 ※経過年数は2025年度（令和7年度）を基準

205665RC351990精神保健福祉／福祉相談センター36

206665RC242001福祉人材研修センター37

204265S481977障害者体育センター38

205080RC551970農業試験場39

205980RC461979林業試験場40

206765RC232002衛生環境研究所41

205680RC491976園芸試験場42

203865RC521973畜産試験場43

206180RC441981鳥取県建設技術センター44

209080RC152010とっとりバイオフロンティア45



目標達成時
年度

使用目標
年数

構造
経過
年数

建設
年度

施設名称番号

205780RC481977中小家畜試験場46

205465RC361989水産試験場47

204965RC411984鳥取空港管理事務所48

206065S301995鳥取空港国際会館49

206065RC311994鳥取港湾事務所50

206265S281997みなとさかい交流館51

206880S371988大山屋内駐車場52

208665RC62019境港水産事務所53

205780S481977鳥取放牧場54

204565RC451980栽培漁業センター55

206780W381987大山放牧場56

206280RC431982鳥取産業体育館(県営鳥取屋内プール含む)57

205980RC461979倉吉体育文化会館58

204965SRC411984鳥取県立米子産業体育館59

206565RC252000県立武道館60

206380RC421983鳥取県営東山水泳場61

206580RC401985中部療育園（元河北中学校校舎）62

204665RC441981山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館63

205950W162009むきばんだ史跡公園64

206280RC431982埋蔵文化財センター65

206180RC441981ヤマタスポーツパーク（代表：陸上競技場）66

206180RC441981東郷羽合臨海公園（代表：あやめ池ＳＣ）67
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＜表3-2＞ 各施設主要棟使用目標年数 ※経過年数は2025年度（令和7年度）を基準



②施設別台帳の作成
・施設概要
・設備概要
・施設配置図
・事後保全表

④総合調整

⑤総合計画・施設別計画作成

①作成対象施設の抽出(67施設）

③現地劣化調査
個別施設計画

【５年毎に現地調査】

屋根・屋上防水 外壁 外部建具

受電設備 空調設備

防水性能の維持 躯体の保護 省エネ

給水設備

<建築>

<設備>

電源の確保 省エネ 施設の安定運営

知事部局の施設のうち維持修繕費の増大が想定される大規模施設及
び集客施設

保全計画対象部位を定め、施設毎の配置図、個別施設計画を作成。
※予防保全計画表：標準的な耐用年数を基に改修予定年度及び改修費
用の試算額を記載した表

施設の劣化状況調査に基づき改修時期の先延ばし又は前倒し等を判
断。

以下の方針に基づき予防保全計画表の見直しを行う。
１ 安全の確保
２ 建物の長寿命化（コスト抑制）
３ 大規模施設の改修時期の分散化（コスト平準化、縮減）
４ 省エネルギー化

施設別計画は５年毎に見直し。（工法や費用の変更も併せて実施）

（３）改修経費の算出

第１章の図1-8は、標準的な使用目標年数に基づき修繕・改築費を含め算出していますが、本計画
では、以下の建築部位について予防保全型の管理手法により建物の長寿命化を行い、個別施設の状
況に応じた使用目標年数を基に計画対象期間２０５１年度（令和33年度）までの改修経費を算出し
ます。

（２）策定（改定）手順

主計画は以下の手順で作成し５年毎に見直し（改定）を実施します。
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＜図3-1＞主計画作成フロー図

＜図3-2＞主要な建築部位の例
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＜表3-3＞ 予防保全の対象とする建築部位と計画更新年数

計画更新年数等種別建築部位工 種

２０～３０年屋根葺材、防水屋根（屋上）建 築

２０～４０年外装仕上材､外部建具､シーリング外壁､外部建具

概ね３０年高圧引込設備、高圧受配電盤、高圧機器受変電設備電気設備

概ね３０年発電装置発電設備発電・電力

貯蔵設備 １０年～３０年直流電源装置、無停電電源装置電力貯蔵設備

概ね１５年電話交換機、ボタン電話装置構内交換設備通信・情報

設備 概ね２５年親時計情報表示設備

概ね２５年増幅器拡声設備

概ね２０年受信機、総合盤、中継器、感知器自動火災

報知設備

通信・情報

設備

（防災） 概ね２０年連動制御器、感知器自動閉鎖設備

概ね２５年非常放送装置非常警報設備

概ね２０年受信機、中継器、検知器ガス漏れ

火災警報設備

２０年～３０年中央熱源機器、ポンプ、空調機（ＡＨＵ，ＦＣ

Ｕ、エアコン）、全熱交換器、防火・防煙ダン

パー、配管・弁類

空気調和・

冷暖房設備

空気調和設

備

機械設備

２０年～３０年送風機、排煙機、排ガス処理装置換気・

排煙設備

概ね１５年中央監視装置、自動制御機器自動制御設備

概ね３０年水槽、ポンプ、滅菌器、計器類、配管・弁類給水設備給排水衛生

設備

１５年～３０年排水ポンプ、グリーストラップ排水設備

２０年～３０年給湯ボイラー、温水ポンプ、配管・弁類給湯設備

概ね３０年消火ポンプ、消火栓、連結送水管、消火装置、

配管・弁類

消火設備

概ね２０年ガス遮断装置、集合装置、配管・弁類ガス設備

概ね３０年浄化槽浄化槽設備

概ね３０年エレベータ、エスカレータ、小荷物専用昇降機昇降機設備

（４）予防保全計画対象の具体例

本計画では、建物を構成する要素のうち、予防保全として計画的に改修することがライフサイク
ルコストの低減につながり、施設の長寿命化のためにも適切と考えられる部位として以下のとおり
設定します。

なお、計画更新年数に達した建築部位について、劣化状況や工事の効率性を勘案し更新時期を決
定します。
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1,797

【第一章 ＜図1-8＞】 2051年度までの改修費用（推計値）

＜図3-3＞ 2051年度までの改修費用（見直し全体計画）

step1

標準的な修繕周期、
使用目標年数に基づ
き施設の生涯コスト
を算出しています。
RC、S造 65年以上
W造 40年以上

※今後２５年間に必
要とされる改修費用
及び建物の劣化に伴
う改築費用を含みま
す。

現地の劣化状況調査結
果から、改修時期の先
送り、もしくは前倒し
を検討し、改修経費を
平準化。

中長期保全計画の本体
計画であり、今後の中
長期的な改修の基本計
画となります。

第２章の使用目標年数
まで使用した場合で試
算。
RC、S造 80年
W造 50年
（塩害地域等は除く）

step2
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（５）改修計画の全体見直し

第１章図1-8の改修費用について、予防保全の対象とする建築部位に着目し、平準化の調整を
図ったものが、「見直し全体計画」です。施設毎の計画はこの見直し全体計画を反映したもの
を最終的な施設別計画とします。

施設毎の予防保全計画表を作成

現地調査の結果を考察

改修時期の前倒し、
先送りが可能

予防保全計画表の修正
（平準化）

全体計画の再集計

見直し全体計画（完成）

見直し全体計画の作成イメージ 反映
予
防
保
全
の
対
象
部
位
の
選
定
と
平
準
化



（１）副計画（施設の省エネ化を目的とした改修計画）の基本方針
副計画は本県の温室効果ガス排出量削減の方針に従い、県有施設（知事部局）における省

エネ改修工事を予定します。

≪計画≫
①県有施設（知事部局）照明設備のLED化
②建築物の外壁等の改修に合わせた外部建具等の断熱化改修

≪期間≫
2022年度（令和4年度）から2030年度（令和12年度）まで９年間（改定前2022年度

（令和4年度）から2025年度（令和7年度）まで４年間）
期間の延長は、本事業の財源である「脱炭素化推進事業債」について、国が2030年度

（令和12年度）まで延長したことによる。
≪目標≫

①照明設備のLED化
・2028年度（令和10年度）までに県有施設（知事部局）のうち中長期保全計画対象施

設、2030年度（令和12年度）までに県有施設（知事部局）の照明設備LED化100％を目
指します

②建物の高断熱高気密化
・外壁等の改修に合わせ外部建具等の改修を実施

（２）策定手順
副計画は以下の手順で作成します

23

２ 副計画（施設の省エネ化を目的とした改修計画）

２ 改修時期の検討

３ 副計画の策定

●照明のＬＥＤ化 ⇒以下の要素を考慮して改修計画を立案。
・建設年度の古い施設を優先的に改修。
・施設のうち省エネ効果の高い箇所（誘導灯、執務室、共用部）

を優先してLED化
・工事の実施に当たっては、教育施設、警察施設等の工事量を勘

案し、各年度における事業量の平準化。
●外皮改修 ⇒既存の保全計画表を基に以下の要素に考慮して改修

計画を立案。
・関連工事との同調（足場等の共通仮設の共用）を図る。
・施設運用に支障とならない様、関係機関と十分に調整。
・改修時期が一度に重ならないよう分散化を図る。

改修内容、時期、費用、削減される電力量の予測等を記入

１ 改修対象部位及び建築物の選定 ●照明のＬＥＤ化
●高断熱高気密化計画⇒主計画において、外壁等の長寿命化改

修が予定されているものの中から、
高断熱高気密化の効果が高い外壁パネ
ル、外部建具（窓ガラス）等に着目し、
空調負荷の高い建築物を抽出。

＜図3-4＞副計画作成フロー図

（３）副計画ロードマップ
①中長期における照明器具のLED化率を2030年度（令和12年度）までに100%にします。

●2022年度（令和4年度）～2025年度（令和7年度）
中長期保全計画対象施設のうち建設年度が1999年度（平成11年度）以前の施設の主要
箇所

●2026年度（令和8年度）～2028年度（令和10年度）
中長期保全計画対象施設のうち建設年度が1999年度（平成11年度）以前の施設の主要
箇所を除く箇所
中長期保全計画対象施設のうち建設年度が2000年度（平成12年度）以降の施設

●2029年度（令和11年度）～2030年度（令和12年度）
中長期保全計画対象施設外の施設
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高断熱高気密化改修工事
LED化改修

改修
年度 改修内容施設名

外部建具断熱
改修

倉吉総合看護専門
学校（若葉寮のみ）

対象15施設（西部総合事務所等）2022

対象13施設（とりぎん文化会館等）2023

対象 8施設
（米子コンベンションセンター等）

2024

対象13施設（東部庁舎等）2025

②主計画において長寿命化の為の建物の外壁・外部建具の改修を予定している施設につい
ては、長寿命化工事に併せて断熱性能の高い複層ガラスや断熱材の設置などにより、建築
物の高断熱高気密化を検討します。2028年度（令和10年度）までの計画は次の通り。

●2026年度（令和8年度）
予定なし

●2027年度（令和9年度）
中部総合事務所・西部総合事務所 実施設計

●2028年度（令和10年度）
中部総合事務所・西部総合事務所 改修工事

③2022年度（令和4年度）から2025年度（令和7年度）までの実績

3 建築物の照明設備のLED化省エネ計画の実績・今後の効果予想
知事部局における照明設備のＬＥＤ化に伴う改修費用の試算及び年度毎の改修に伴う削減電力

量を示したものが、図3-5の「県有施設のＬＥＤ化計画」となります。（2022（令和4）～2030
年度（令和12年度））

＜図3-5＞ 県有施設のＬＥＤ化計画

819 592 671 639 635 635 600 600 600

519

368
449 472 477 479

400 400
400

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,0000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

百万円千kwh

削減電力量

削減電力量累計（kWh） 年間削減電力量（実績）（kWh） 年間削減電力量（予定）（kWh）

改修費用（実績）（百万円） 改修費用（予定）（百万円）

約
5,800

県有施設のＬＥＤ化計画に基づき、施設の省エネ改修を行うと、

9年間で、年間約5,800千kWh の電力量の削減が期待できる。

一般家庭1,859戸分の電力の削減量に相当。

【参考】2024年度（令和6年度）時における一般的な排出係数（0.486kg-CO2/kWh）で

換算すると、年間約2,８00トンのCO2の削減量に相当。



本計画に基づき、予防保全を主体とし、２０５１年度までに必要な施設の改修経費（改築
含む）を算出した後、建物の長寿命化のための改修経費の縮減・平準化を図った結果

2051年度（令和33年度）までの35年間で累計約410億円（1,797億円⇒1,387億円）

年平均で約１１億円 （5１億円⇒４０億円）の改修経費削減が期待できる。

１ 主計画（長寿命化計画）の効果予想
改修経費全体のコスト縮減を目指し、調整したものが図4-1に示す「長寿命化計画」です。
改修経費の主な削減額の要因は、建物の長寿命化による計画期間内での改築費用の削減及び改

修費用の平準化によるものです。
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実施計画第４章

＜図4-1＞ 長寿命化計画（調整前後比較）
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中長期保全計画の実施に向けて計画に取り込むべき新規内容や追加すべき内容は多岐に
亘り、全ての課題を盛り込むことは困難ですが、今後も5か年周期で定期的に計画を見直し
更新していきます。

下記に掲げる事項については施設所管課、指定管理者等とも協議・検討し、方針決定で
きた項目については適宜計画修正していきます。

（１）未利用施設の維持保全
【現状と課題】

• 県所有施設のうち未利用施設のほとんどは経年劣化による老朽化が進行してお
り、このまま改修等の対応を行わない場合、施設の利用そのものの安全確保が
困難となる他に敷地周辺への部材飛散等により近隣住民の生活や交通の安全に
支障を及ぼす恐れがあります。

• 特定建築物に用途変更して施設利用する場合は、法的規制や機能・構造上の改
善に伴う改修及び12条定期点検の実施（建築、建築設備、外壁診断、防火設
備）が必要となる場合があり、維持保全に係るコストの増大が懸念されます。

【対応】
• 上位計画である県総合管理計画において施設規模の適正化に取り組むこととさ

れており、県有施設・資産有効活用戦略会議の方針や施設所管課の利用計画と
連携しながら改修、解体、新増築等も含め、適宜対応方法を検討します。

（２）集客施設等の大規模改修
【現状と課題】

• 本計画対象施設を用途別に分類すると集客施設等が占める割合は高く、重点的
に対応することが求められますが、施設運営面等から計画実施時期の調整や改
修範囲等を総合的に検討する必要があり、詳細な条件整理や基本設計等に時間
を要します。

• 施設指定管理者や関係団体等の協議調整内容も多岐にわたり、十分な準備期間
を設ける必要があります。

【対応】
• 他施設に比べ巨額の改修費用が必要なことから計画実施時期の重複を避けるた

め、随時施設所管課や指定管理者、施設利用者、関係団体等と実施時期、改修
内容等の調整を図りながら、改修計画の平準化を図ります。

（３）旧耐震基準の小規模施設（耐震診断・耐震補強の努力義務対象外建築物）
【現状と課題】

• 1981年（昭和56年）以前の旧耐震基準による小規模施設や倉庫、車庫及び畜
舎等は経年劣化が進行していますが、未改修のまま利用されているケースが数
多く見られます。

• 今後も継続して施設利用する場合、大規模改修、部分改修等に掛かる費用対効
果に加え、建築物（棟単位）の整理統合など施設全体の利用計画の見直しも必
要となります。

【対応】
• 施設所管課の方針、施設全体の利用計画と連携しながら、適宜対応を検討しま

す。
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今後の実施計画推進への課題第５章
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計画の運用方針第６章

中長期保全計画を基礎資料として運用し、県有施設の適正な維持管理を行うためには、
管理者、営繕関係機関及び財政部局等との連携が不可欠です。

各段階の部署毎の役割、作業内容等のイメージを図6に示します。

１ 管理者等（施設所管課、施設管理者、指定管理者）の役割

・要望等の整理を行った上で営繕関係機関へ依頼して予算要求資料等を準備し、財政部局
と協議調整して予算確保等の事業進捗を図る。

・設計作業、工事実施等の段階において施設運営等の調整（方針整理や日程調整）を行う。
・施設の適正な維持管理の為、日常点検を行い、劣化状況等の把握・確認を行う。
・日常点検で劣化、欠損等変状が確認された場合は、営繕課へ報告、営繕相談を行う。
・営繕関係機関等と連携し、改修計画を立案する為の与条件整理を行う。

（改修時期、範囲等の想定、施設運営上の制約、必要規模・機能等の条件整理）

注）・個別施設計画に記載されている各項目の改修費用は予防保全が望ましい部位等の
みの概算であり、詳細な工事内容や予算が決定されているものではない。

・改修時期や予算要求額の目安として利用するものとする。
・予算要求を行う場合には、営繕課に改修計画案の検討及び営繕計画書の作成等を

依頼するものとする。（改修計画案を基に見積、施工時の条件整理を行うこと。）

＜図６＞ 計画運用サイクル

◆改修計画の実施方法、実施時
期等改善及び新規課題等によ
る改善

【管理者等】
・改修時期等再設定
・施設運営等との事前調整
・新増改築事業検討

【営繕関係機関】
・改修計画見直し

（実施時期、工法、範囲、新
規課題等）

・計画平準化、与条件の再整理
（管理者等と調整）

◆計画に基づいた改修実施

【管理者等】
・予算要求
・施設運営等との調整

【財政部局】
・予算の確保

【営繕関係機関】
改修、新増改築に係る
・営繕計画書作成
・基本設計、実施設計等
・工事（工事監理含む）

DO（実行）

◆長寿命化の目標（使用年数、費用平
準化）に向けた改修計画の立案

【管理者等】
・要望事項整理

（営繕関係機関へ相談）

【営繕関係機関】
・改修計画立案（改修、新増改築）

PLAN（計画）

ACTION（改善）

◆実施状況のチエック

【管理者等】
・改修等実施の効果検証
・日常点検（劣化等の把握、報告）

【営繕関係機関】
・施設健全度の確認

（保全調査、定期点検等による）
・保全計画との整合確認

（劣化進行等と計画実施時期等）

CHECK（評価）
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２ 営繕関係機関（営繕課、各出先建築住宅課）の役割

• 管理者等からの営繕相談（定期的照会を含む）を受け、中長期保全計画に基づく改修
計画立案及びその他の新増築事業、新規機能追加改修事業等の立案・検討等を実施す
る。

• 中長期保全計画をベースに予算化された事業について営繕関係機関全体で連携、協力
し設計作業、工事実施等の具体的作業の進捗を図る。

• 中長期保全調査及び12条定期点検により施設全体の健全度を把握し、管理者等に報告
する等の連携を図り、施設の劣化状況等について随時、情報共有を図る。

• 各施設の健全度を整理、分析し、小規模改修の実施、増改築や大規模改修の適正な実
施時期・範囲等を営繕計画書や中長期保全計画として管理者等及び財政部局へ提供し、
各部署との作業連携の推進を図る。

• 中長期保全計画で算出している改修費は、予防保全に係る必要最低減の概算を試算し
たものであり、施設運営等との調整による与条件整理等によっては具体的試算との差
異が大きくなる可能性があるため営繕計画書作成依頼時や営繕要望照会時に管理者等
から十分なヒアリング、要望聞き取りを行い、適正な改修範囲、改修内容、実施時期
となるよう調整する。

• 財政部局と公共施設等適正管理推進事業債等の有利な財源に関する情報共有等を図り、
必要に応じて中長期保全計画資料の修正・資料提供を行う。



１ 鳥取県県有施設中長期保全計画（知事部局主要施設）の位置付け
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鳥取県公共施設等総合管理計画 2016年作成（平成28年）
（地方公共団体が作成した行動計画）

土木インフラ

鳥取県インフラ長寿命化計画鳥取県インフラ長寿命化計画

中長期保全計画（知事部局主要施設）

公共建築物

インフラ長寿命化基本計画 2013年（平成25年）作成
（国が作成した基本計画）

中長期保全計画（その他部局）
県営住宅関連、警察関連
教育委員会、病院局

中長期保全計画（その他部局）
県営住宅関連、警察関連
教育委員会、病院局

… 下位計画

（１）鳥取県公共施設等総合管理計画【所管：総務部 行財政改革推進課】

国（総務省）からの要請を受け、県の公共建築物、土木インフラ等の全体を把握し、長
期的な視点を持って長寿命化、更新、統廃合を計画的に行うことで財政負担の軽減・平準
化等を図るため策定された管理計画です。

本県では、2016年（平成28年）３月に策定し、2018年（平成30年）10月、2022年
（令和4年）３月及び2026年（令和8年）３月に一部改定を行っています。

（２）鳥取県県有施設中長期保全計画（知事部局主要施設）【所管：総務部 営繕課】

県総合管理計画に基づく下位計画の一つで総務部所管施設のうち知事部局が所管する主要
67施設について、今後必要と想定される改修費用や実施時期を検討し、計画的かつ適切な
維持管理を行う為、予防保全の観点を盛り込んだ保全計画です。

改修経費の縮減、平準化を実現するための基礎となる計画として作成しました。

２ 関連する計画

鳥取県インフラ長寿命化計画（行動計画）【所管：県土整備部 技術企画課】

全てのインフラの老朽化に対応し戦略的な維持管理・更新等を推進するため、国は2013
年（平成25年）１１月に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」におい
て「インフラ長寿命化基本計画」が決定され、各地方公共団体に対して「インフラの長寿
命化計画（行動計画）」を定めるよう要請しました。

本県では、個別施設別に策定する「長寿命化計画」の理念と方向性を示すための計画と
して、2016年（平成28年）３月に策定しています。

公共施設に係る各計画の体系第７章

… 上位計画

… 2014年（平成26年）作成要請（総務省）



用 語 集

内 容用 語N
O

公共施設（県民等利用）、公用施設（庁舎等）、そ
の他県が所有、管理する建築物、工作物、土木イン
フラ（道路、河川、港湾、橋梁等）、上下水道等の
公共インフラを示す。

公共施設等１

公共的な利用目的を持つ建築物の総称。
庁舎、学校、県営住宅、病院、福祉施設、警察等を
いう。

公共建築物２

インフラストラクチャー（Infrastructure）の略。
産業や社会生活基盤として整備される施設の総称で
道路、河川、港湾、橋梁等の土木構造物、施設等を
いう。（ダム、高圧線鉄塔、風力発電施設等の企業
会計に係る施設含む。）

（土木）インフラ３

道路や上下水道などの公共インフラの老朽化対策に
関する政府全体の取組として、2013年（平成25
年）11月29日に「インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議」において策定された戦略的
に公共インフラの維持管理・更新を進めるための基
本方針。
基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画
（＝公共施設等総合管理計画）の策定を進めること
で、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率
的な維持管理を実現することとされている。

インフラ長寿命化基本計画４

国が示したインフラ長寿命化基本計画に基づき、地
方公共団体等の自治体が策定する行動計画。
2014年度（平成26年度）に総務省からの要請を受
け、鳥取県では2016年度（平成28年度）に作成さ
れている。

公共施設等総合管理計画５

公共施設等総合管理計画に基づき各部局で作成され
た公共施設等の保全計画。
施設の長寿命化を図る為、予防保全の観点を盛り込
んだ中長期にわたる計画的な修繕、更新等の維持管
理を行う為の基礎資料。
（本計画は知事部局主要施設６7施設が対象）

中長期保全計画６

建築物が建設されてから解体処分されるまでに係る
全ての経費。（生涯経費ともいわれる）
イニシャルコスト（建設費）及びランニングコスト
（運用費、光熱水費、保全費、修繕費、改修費、一
般管理費等）から構成され、LCCとも略される。

ライフサイクルコスト（生涯経費）７

Sustainable Development Goals（持続可能な開
発目標）の略称。
2015年（平成27年）９月の国連サミットで採択さ
れたもので、国連加盟国１９３か国が2016年（平
成28年）から2030年（令和12年）までの15年間
で達成するために掲げた目標。

SDGs（エス・ディー・ジーズ）８

世界各地で発生している異常気象の要因と考えられ
ている温室効果ガスの抑制のためCO2排出量を
2050年（令和32年）までに実質的にゼロにすると
いう目標を実現するための社会、各国の動き等。
日本では2030年度（令和12年度）に温室効果ガス
を2013年度（平成25年度）から４６％削減するこ
とを目指すこと等が政府から表明されている

2050カーボンニュートラル９

30
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内 容用 語N
O

建築基準法第12条第2項、第4項の規定により建築
物、建築設備、防火設備、昇降設備の所有者、管理
者である国等が定期に有資格者に実施させる点検。
建築物等の損傷、腐食等の劣化状況を把握し、適正
に維持管理を行う為に実施する基本的な点検。

12条定期点検10

建築基準法第12条第1項に規定される建築物をいう。
特殊建築物のうち一定規模以上のもの及び一定規模
以上の大規模建築物で12条定期点検の対象となる
建築物。

特定建築物11

建築基準法第2条第2号に規定される建築物をいう。
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示
場、百貨店、市場、ダンスホール、遊戯場、公衆浴
場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、
自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚
物処理場その他これらに類する用途に供する建築物。

特殊建築物12

損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕を行うこ
とで機能の保持・回復を図る管理手法をいう。

予防保全13

施設の機能や性能に関する明らかな不都合が生じて
から修繕を行う管理手法をいう。

事後保全14

2016年（平成28年）３月に本県で「鳥取県
PPP/PFI手法活用の優先的検討方針」及び「鳥取県
公共施設等総合管理計画」が策定されたことを受け、
県有施設・資産を活用した官民連携（PPP/PFI）の
積極的な活用や、県有施設・資産の適正管理、戦略
的活用の方策などを検討するために設置した組織。
戦略会議において本計画を機動的かつ合理的に策定
するための「公共建築物部会」「公共土木施設部
会」「公の施設見直し部会」が設置されている。

県有施設・資産有効活用戦略会議15

消防法（1948年（昭和23年）制定）や建築基準法
（1950年（昭和25年）制定）の法律では原則的に
建築物や建築設備の「着工時」の法令や基準に適合
することを要求しているため着工・完成後に法令改
正が行われ、現行基準に適合しなくなること。
既存不適格のまま建築物等を使用しても違法にはな
らないが、増築や建て替えを行う際には、法令や基
準への適合が求められる。

既存不適格16
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